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☀みんなで盛り上げよう！
　　～東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会～
☀市民活動団体の社会貢献活動
　LET’S ENJOY ENGLISH ／ 朋友の会を紹介します。
☀2018夏！体験ボランティア参加者募集
☀シリーズ「NPO法人のつくり方」その１ ～NPO法人の基礎知識～
☀団体のひろば ／ 助成金情報
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みんなで盛り上げよう！

～東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会～
　羽村市では、東京2020大会の開催
に向けて、五つの柱建てによる「羽
村市における東京2020オリンピック
・パラリンピック競技大会に関する
取組基本方針」を定めており、この
方針に基づき東京2020大会に関する
取組みを推進しています。

●連携・協力による大会気運の醸成
●市民スポーツの振興及びスポーツを通じた健康づくりの推進
●まちの魅力の発信及び産業の活性化
●文化芸術の振興及びグローバル人材の育成
●来訪者にもやさしいまちづくりの推進

事前キャンプ※を羽村市に誘致するために行う全
世界に対するＰＲなど
※各国の競技団体等が大会前に任意に行うトレーニングキ
ャンプです。キャンプを受け入れる自治体にとっては、
地域振興や国際交流の促進が期待できます。

市民体育祭へのオリンピアン・パラリンピア

ン招致や各種イベントにおけるブース出展、

パラリンピック２年前イベントなどの節目イ

ベントの実施など

【問合せ】東京オリンピック・パラリンピック準備室　℡042-555-1111（内線344）

　東京2020大会のボランティアは、東京2020組織委員会が募集する８万人の大会ボランティア、東京都
が募集する３万人の都市ボランティア、合わせて11万人の方の活躍が期待されています。
　羽村市でも、事前キャンプ誘致事業や気運醸成事業など、市民の皆さんと一緒になって、オールジャ
パンで大会の盛り上げを図っていくよう、市独自のボランティアについても検討していきます。
　大会に関わる多くの人が一丸となって大会を作り上げることで、他では決して得られない感動を体験で
きる貴重な機会となります。大会盛り上げの一翼を担うボランティア活動に、みんなで取り組みましょう。

　1963年に制作された「東京五輪音頭」が現代
版にリメイクされ、特設サイトで振付の動画、振付
シートも公開されています。振付を覚えて、みんな
で一緒に踊りましょう！
東京五輪音頭 －2020－ 特設サイト
https://tokyo2020.org/jp/special/ondo/

日時　平成30年８月25日（土）
　　　　午前10時～12時30分（予定）
場所　羽村市スポーツセンター第１ホール
内容　パラリンピアンによるトークショーや

パラリンピック競技体験など
※詳しくは、広報はむら８月１日号をご覧ください。

・大会ボランティア、都市ボランティアについて詳しくは、東京2020組織委員会ウェブサイトおよび東京都オリンピッ
ク・パラリンピック準備局ウェブサイトをご覧ください。

東京2020大会のボランティア活動

さぁみんなで踊りましょう！

　　　東京五輪音頭－2020－ 応援しよう！２年前イベント in 羽村」開催

「東京2020パラリンピックを

羽村市の主な取組み内容

五つの柱

事前キャンプ誘致事業 気運醸成事業

パラリ
ンピア

ン

が羽村
にやっ

て

くる！
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LET’S ENJOY ENGLISH

朋
ぽ ん よ う

友の会

市民活動団体の社会貢献活動紹介

　放課後の一時をアメリカ人の講師と一緒に英語を楽しむ活動をしています。英語の絵本の朗
読や体を動かして英語の歌を歌ったり、文字と音の様々なゲームをしたり、また、講師家族や
市内在住の外国人との交流を通じて、互いの文化や生活等を親しみながら理解し、国際交流を
深めています。
　笑顔で挨拶（自ら声かけ）することやアイコンタクト（目を見て相手と会話する）の大切さ、
思いやりや礼節などを自然に身に付け、
将来、子どもたちが広く世界で活躍する
ことができるよう、活動を続けています。

　毎週水曜日午前中にゆとろぎ講座室で講座を開いています。内容は、日常会話の基本と中国語
教材学習で、会員の出席率も毎回80％を維持しています。また、会員相互の親睦のための国内旅
行や中国旅行も数回行っています。今後、他のサークルとの交流や東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催をひかえ、市内在住中国人との交流等を積極的に進めたいと思ってい
ます。

会員相互の親睦旅行の様子

　今年で発足15年を迎えます。子供たちがその日
の出来事を話したり、笑ったり、時には泣いたり、
和やかな雰囲気の中で行っています。英検にも挑戦
しています。対象は小学生で、スポーツセンター会
議室で火曜日に活動しています。

問合せ先
　LET’S ENJOY ENGLISH
　代表 空林やよい　℡042-579-3721

　当会の設立は、平成12年4月で中国
語学習を通じ、会員の学習能力向上並
びに中国の歴史文化、社会を理解し、
国際交流を深めることを目標にしてい
ます。現在、会員は19名。教師は、羽
村市在住の中国出身者です。

問合せ先
　朋友の会
　代表 並木誠一　℡042-555-0630

【団体紹介】

【団体紹介】
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ボランティア活動を始めてみませんか？
　ボランティア活動を始めるキッカケとなる、羽村市社会福祉協議会が行っている「夏体験ボ
ランティア」をご紹介します。

参加者説明会

　｢ボランティアなんてやったことないなぁ｣「夏休みに何かやってみようか
なぁ」と思っている方、このチャンスにぜひご参加ください。

応募期間
6月18日（月）～7月27日（金）
受付時間（平日：午前９時～午後５時）

対　象
小学校４年生以上で都内に在住・在勤・在学の方

応募方法
社会福祉協議会に電話または窓口で受付

参加費
無料　※ボランティア保険加入の場合は、保険料300円が必要です。

ボランティア活動場所
　市内の老人ホームや障害者施設、保育園や児童館、市内で活動している
ボランティアグループなどです。

2018夏！体験ボランティア参加者募集

夏体験ボランティアの内容説明及び参加受付をします。
　日時（第１回)：７月18日(水)　午後４時～５時
　　　（第２回)：７月21日(土)　午前10時～11時
　　※参加者は必ずどちらかに参加してください。
　会場：福祉センター
　　　　（羽村市栄町２－18－１） 【申込み・問合せ先】

　羽村市社会福祉協議会
住所：羽村市栄町２－18－１

TEL：０４２－５５４－０３０４
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シリーズ「NPO法人のつくり方」その１

～ＮＰＯ法人の基礎知識～

　｢特定非営利活動促進法（NPO法)」に基づき設立される法人のことで、管轄庁の認証を得れば、誰
でも簡単に設立することができます。他の法人格と比べ、市民の自発性を活かした社会貢献型事業を
行うのに優れています。

　特定非営利活動とは、｢ＮＰＯ法で掲げられる20分野のいずれかに該当する活動」かつ「不特定多
数の人々のためになる活動を行うことを目的とする活動」を指します。

【20項目の活動内容】

　市民活動団体がより自立した自主的な活動をするために、NPO法人になる方法があ
ります。そこで、今回からシリーズとして「NPO法人のつくり方」について、わかり
やすくお伝えしていきます。今回は、NPO法人の基礎知識をお伝えします！

“ＮＰＯ法人”って何？

ＮＰＯ法人をつくる３つのメリット・デメリット

特定非営利活動とは？

メリット デメリット

① 
法人格を得ることができ、法人と

　 して契約や取引が行える
①
 年に1回、事業報告を提出しなけ
　 ればならない

②
 社会的信頼・信用が得られる
　 （高まる）

②
 変更があった場合の手続きに時間
　がかかる

③ 税制上のメリットがある ③
 会計原則に則した会計処理をする
　 必要がある

1 保険、医療または福祉の増進を図る活動 11 国際協力の活動

2 社会教育の推進を図る活動 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

3 まちづくりの推進を図る活動 13 子どもの健全育成を図る活動

4 観光の振興を図る活動 14 情報化社会の発展を図る活動

5 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動 15 科学技術の振興を図る活動

6 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 16 経済活動の活性化を図る活動

7 環境の保全を図る活動 17 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動

8 災害救援活動 18 消費者の保護を図る活動

9 地域安全活動 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

10 人権の擁護または平和の推進を図る活動 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県または指定都市の条例で定める活動
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団体のひろば

募集しています
●羽村しの笛の会
日本の伝統楽器のしの笛で民謡、童謡、祭り
のおはやしなど、幅広いジャンルの曲を演奏
します。ご一緒にどうぞ！／ 毎週水曜日午後
6時30分～8時30分／ 羽村市立東小学校／
どなたでも／ 月額3,500円／ 前澤祐子

（高校、カルチャースクール講師）／ ℡042-
554-1068（山崎富雄）

●West Tokyo Toastmasters Club
コミュニケーションとリーダーシップを学ぶ
英語サークルです。英語のスピーチに興味の
ある方を募集中。／ 第1・3土曜日午後2時
～4時30分／ ゆとろぎまたはコミュニティ
センター／ 18歳以上／ 月額1,300円／
2,400円／ なし（会員相互で学び合うサーク
ルです）／ ℡090-8519-2909（當間）、メ
ール：tsutoma@gmail.com、URL：https://
westtokyotoastmasters.wordpress.com

【社会福祉法人 松の花基金】
　平成30年度松の花基金
対　　象：知的障害児（者）の福祉向

上を目的とする事業・調査
研究

締　　切：8月31日（金）
助成金額：年間総額500万円
問 合 せ：〒103-0004
 東京都中央区東日本橋1-7-2

長坂ビル
 社会福祉法人 松の花基金
 TEL：03-5848-3645
 FAX：03-3861-8529

●登校拒否・不登校を考える親の会「ポコ・ア・ポコ」
一人で悩まず、一緒に考えていきましょう。7
月22日に進路学習会も行います。詳しくはお
問い合わせください。／ 毎月第3金曜日午後
7時30分～10時（※日時が変更になる場合が
あるため、参加される際は事前にお問い合わ
せください。）／ ゆとろぎ／ 登校拒否・不
登校のお子さんに関わる方／ 年会費1,500
円、例会参加費200円／ URL：https://
pokoapoko.jimdo.com/、℡042-555-4243、
090-9814-8752（井出）

●コリオスパイラル
イギリス生まれのコリオスパイラルは、優雅
な音楽に合わせて動き、心も身体も癒されま
す。簡単な動きで、どなたでもご参加いただけ
ます。／ 月2回火曜日（7月：17日・31日、8
月：21日・28日）午前10時～11時／ ゆとろ
ぎリハーサル室／ 1回700円／ タオル・飲
み物・ヨガマット（バスタオル）／ 古林京子
／ ℡090-4603-8033（こばやし）

【公益財団法人 洲崎福祉財団】
　平成30年度上期
　障害児者に対する自立支援活動への助成事業
対　　象：障害児者の自立と福祉向上を目的とした各

種活動、施設の設置・改善の事業、障害児
者に対する自助・自立の支援事業

締　　切：8月31日（金）
助成金額：１団体あたりの上限額（原則）200万円
問 合 せ：〒103-0027
 東京都中央区日本橋3-10-5
 オンワードパークビルディング
 公益財団法人 洲崎福祉財団事務局
 TEL：03-6870-2019（直通）
 FAX：03-6870-2016

記号の意味　 日時　 会場　 対象　 定員・募集人数　 費用　 入会金　 持ち物　 期限
講師・指導　 出演　 主催　 共催　 後援　 問合せ・申込　 その他

≪助成金情報≫


